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2� ɼ͔Β૬ଓͨ͠ৡϚϯγϣϯࢲ
をྩ �ʹৡͯ͠ɼ֬ఆਃࠂを͠
·ͨ͠ɻͦͷࡍɼొه౽ຊͷใ͔Β
ত��ͷ৽ங࣌ʹ͕ߪೖͨ͜͠ͱ
Θ͔Γ·͕ͨ͠ɼߪೖֹ͕ۚෆ໌ͩͬ
ͨͨΊɼॳਃࠂͰ֓ࢉऔಘඅʹΑΓ
ৡॴಘ税を͍ͯ͠ࢉܭ·すɻ
� � ͦͷޙɼͦͷϚϯγϣϯͷཧ߹͔
Βɼ৽ங࣌ͷৡՁ֨を����ສԁͱす
る࣌ͷࠂͷఏڙをड͚る͜ͱ͕Ͱ͖
ͨͷͰす͕ɼ͜ͷ߹ɼ͜ͷৡՁ֨を
औಘඅͱͯ͠ߋਖ਼ͷٻをする͜ͱͰ
͖るͷͰ͠ΐ͏͔ɻ
"� ֓算取ಘඅによる譲渡ॴಘのਃ告は，
租税特別措置法ୈ31条の � ୈ 1 項等の規
定に基づき認められている。Ұํ，国税
௨則法ୈ23条ୈ 1 項ୈ 1 ߸により認めら
れるߋਖ਼のٻは，「納税ਃ告書に記載
した課税ඪ४等एしくは税額等の計算が
国税に関する法の規定に従っていな
かったこと又は当該計算にޡりがあった
ことにより、当該ਃ告書の提出により納
すべき税額が過大であるとき」にでき
るものと定めている。

� � 本事例の場合，当初ਃ告において֓算
取ಘඅを適用したことは，国税௨則法ୈ
23条ୈ 1 項ୈ 1 ߸に定める要件に該当す
るか否かが問題となるが，租税特別措置
法ୈ31条の � ୈ 1 項たͩし書きには，「当
該金額がそれͧれ࣍の֤߸に͛ܝる金額

（˞ච者ɿ的には、実ࡍの取ಘඅと
される金額をࢦす）にຬたないことが証
明された場合には、当該֤߸に͛ܝる金
額とする」とあり，実ࡍの取ಘඅにຬた
ない場合に֓算取ಘඅは適用されるた
め，実ࡍの取ಘඅが֓算取ಘඅより大き
い場合には，その実ࡍの取ಘඅが証明さ
れることを前提として，ߋਖ਼のٻをす

ͷՄ൱ٻਖ਼ͷߋͷޙ༺औಘඅదࢉ1֓ ることがՄである。
� � たͩし，本事例の場合，ߪ入金額とし
て証明される2200ສ円はݐ及び地
のߪ入金額の合計額であることから，Կ
らかのํ法によりこれをݐ分と地分
に合理的に۠分し，ݐ分についてはত
5�年の取ಘ時から譲渡時までの減価を
ਖ਼のߋ，して取ಘඅを計算した上でྀߟ
ٻのՄ否をஅすることになる。

� � なお，本事例とは対に，֓算取ಘඅ
よりෆརな実ࡍの取ಘඅによりਃ告をし
た税理士৬業ഛঈ保険の事ނ事例と
して「株式の譲渡ॴಘの計算における֓
算取ಘඅ・実ࡍの取ಘඅの有རෆརஅ
りにより過大納となった事例」があޡ
ることにཹ意したい（᷂日税࿈保険αー
ビス「税理士৬業ഛঈ保険事ނ事例」

（201�年 � ݄ 1 日ʙ 2018年 � ݄30日））。

2� औҾ૬ͷͳ͍ࣜגͷධՁରձࣾ
ʢҎԼʮ"ࣾʯʣɼ՝税ظ࣌ͷ �Ҏ
ʹऔಘͨ͠ՈٴͼͦͷෑʢҎԼʮධ
Ձରෆಈ࢈ʯʣをॴ༗͍ͯ͠る͕ɼͦ
ͷՈをऔಘޙʹିͷ༻ʹ͓ͯ͠ڙ
Γɼऔಘ࣌ʢࣗ༻ʣͱ՝税ظ࣌ʢି༻ʣ
ͱͰར༻ํ法͕ҟͳ͍ͬͯ·すɻ
� � "ࣾͷࣜגͷʮ Ձ࢈ࢿͨΓͷ७ג�
ֹʢ૬ଓ税ධՁֹʹΑͬͯۚͨ͠ࢉܭ
ֹʣʯͷ্ࢉܭɼ͜ͷՈٴͼͦͷෑ
ͲͷΑ͏ʹධՁするͷͰ͠ΐ͏͔ɻ
"� 産評価基本௨ୡ185では，評価会社ࡒ
が課税時期前 3 年以に取ಘ又は新ஙし
た地及びՈ等の価額は，課税時期に
おける௨常の取Ҿ価額に相当する金額に
より評価することが定められている。ま
た，ିՈ及びିՈݐ地の評価ํ法は，
आՈݖやି割合をྀߟしたҰ定の算式

2ධՁձ͕ࣾ՝税ظ࣌લ �Ҏʹऔಘ
ͨ͠ ିՈٴͼିՈݐͷධՁ
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により評価することが定められ（評基௨
2�，ಉ�3），実上の簡ศੑへの配ྀから，
その地やՈ等のா価額が，௨常の
取Ҿ価額に相当すると認められるൣғに
おいて，そのா価額を௨常の取Ҿ価額
とすることが認められている（評基௨
185）。

� � 本事例の場合，"社の७資産価額の計
算上，評価対象ෆಈ産について，ିՈ及
びିՈݐ地としての௨常の取Ҿ価額の
算定がࠔ難である場合には，その評価対
象ෆಈ産のா価額を，ࣗ用地としての
௨常の取Ҿ価額とし（たͩし，そのா
価額が௨常の取Ҿ価額に相当する場合に
限る），その価額にࡒ産評価基本௨ୡ�3

（ିՈの評価）及びಉ2�（ିՈݐ地の
評価）の定めを適用して評価する。

2� ҩྍ法人ࣾஂ#ձʢҎԼʮ#ձʯʣɼ
ظͳ͠ͷҩྍ法人Ͱすɻ#ձͷͪ࣋
ʢྩ � ͷͱ࣍گঢ়ࢉʣͷܾظ݄�
͓ΓͰすɻ
� � ظͷ#ձͷަࡍඅͷࢧग़���ສ
ԁʢ͏ͪɼ �人ͨΓ �ສԁҎԼͷҿ
৯ʹるަࡍඅͷֹ���ສԁʣͰ
す͕ɼަࡍඅͷଛۚෆࢉೖֹͷࢉܭ
ͲͷΑ͏ʹͳるͰ͠ΐ͏͔ɻ

"� 期の資本金の額又は出資金の額が 1
ԯ円以下である法人については，࣍のい
ずれかの金額（そのଞの法人については，
の࣍ 1 の金額）がަࡍඅ等にるଛ金ෆ

算入額となる（措法�1の � ①）。
� 1 るඅ等の額のうち，ҿ৯等にࡍަ　

අ等の額（ҿ৯そのଞこれに類すࡍަ
る行ҝのために要するඅ用（ઐらその
法人の役員もしくは従業員又はこれら
のに対する等のためにࢧ出す
るものを除く））の50％に相当する金
額をえる෦分の金額

� 2 අ等の額のうち，800ສ円にそࡍަ　
の事業年度の݄を͡，これを12で
除して計算した金額（定額߇除限度額）
をえる෦分の金額

� � なお，ҩྍ法人のように資本を有しな
い法人の場合，࣍のํ法により計算した
金額を，期の資本金の額として定す
る（措ྩ3�の � ①）。

（૯資産のா価額ʵ૯ෛ࠴のா
価額ʵ当期རӹ（PSʴ当期ଛࣦ））̫
�0％

� � 本事例の場合，#会の期の資本金の
額とされる金額は，1 ԯ800ສ円（（ 3 ԯ
2000ສ円ʵ 1 ԯ2000ສ円ʵ2000ສ円）ʷ
�0％）となり，1 ԯ円をえるため，上
記 2 の定額߇除限度額は適用できない。

� � そのため，#会のྩ � 年 3 ݄期のަ
අ等のଛ金ෆ算入額は，210ສ円（300ࡍ
ສ円 （ɻ180ສ円ʷ50％））となる。

� � なお，会計検ࠪӃによるࢦఠ事項にお
いて，資本を有しない法人のަࡍඅ等の
ѻいにるऩෆが，ྩ 5 年度に
10�30�00円（ � 事項），ྩ � 年度に
1�18��00円（ � 事項），ྩ 3 年度に
5��1100円（ � 事項）と，金額にόラつ
きはあるものの，ຖ年度のࢦఠ事項と
なっており，対象法人の決算ॲ理に当
たってはվめてཹ意しておきたい。

（5ɽ8�）

ຊΛ༗ࢿ3 ͳ͍͠๏ਓͱަࡍඅͷ
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߲ ֹۚ
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ظ७རӹ ����ສԁ


